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１ 都市再開発の目標 

（１）千葉県の再開発の基本目標 

    人口減少・少子高齢化の進展への対応、防災性の向上、カー

ボンニュートラルの実現、良好な景観の保全・形成等の都市

を取り巻く社会経済情勢の変化やそれに伴う課題に対応した

都市計画の取り組みが求められている。 

    そのため、人口減少・少子高齢化に適応したコンパクトで

ウォーカブルな都市づくり、激甚化・頻発化する風水害・土砂

災害や大規模地震等に対する防災性をより向上させた安全な

都市づくり、スムーズな「人・モノ」の流れを生み出す魅力あ

るまちづくりなどに向け、計画的な再開発が必要な市街地に

おける都市機能の更新が急務となっている。 

    このことから、既成市街地のうち、土地の高度利用を図る

べき地区、市街地の環境改善を図るべき地区などにおいて、

市街地再開発事業や土地区画整理事業などの市街地開発事業

による都市の再構築、地区計画などの規制誘導手法による修

復型のまちづくりなどの再開発を進め、土地の合理的かつ健

全な高度利用と都市機能の更新を積極的に推進する。 

１ 都市再開発の目標 

（１）千葉県の再開発の基本目標 

    人口減少・高齢化社会への対応、防災性の向上、環境負荷の

低減、良好な景観の保全・形成等の都市が抱える各種課題に

対応しながら、これからの社会経済情勢の変化に対応した都

市計画の取り組みが必要となっている。 

    そのため、集約型の都市づくり、既成市街地における低未

利用地や既存ストックの有効活用、災害に強いまちづくりな

どに向け、計画的な再開発が必要な市街地における都市機能

の更新が急務となっている。 

 

 

    このことから、既成市街地のうち、土地の高度利用を図る

べき地区、市街地の環境改善を図るべき地区などにおいて、

市街地再開発事業や土地区画整理事業などの市街地開発事業

による都市の再構築、地区計画などの規制誘導手法による修

復型のまちづくりなどの再開発を進め、土地の合理的かつ健

全な高度利用と都市機能の更新を積極的に推進する。 

（２）習志野都市計画区域における都市再開発の目標 

    本区域は、千葉県の西部に位置し、船橋市、千葉市、八千代

市に隣接し、南側は東京湾に面しており、首都圏整備法によ

る近郊整備地帯の指定がされている。 

    都心からほぼ３０ｋｍの距離にあり、鉄道による都心から

（２）習志野都市計画区域における都市再開発の目標 

    本区域は、千葉県の西部に位置し、船橋市、千葉市、八千代

市に隣接し、南側は東京湾に面しており、首都圏整備法によ

る近郊整備地帯の指定がされている。 

    都心からほぼ３０ｋｍの距離にあり、鉄道による都心から



 

の所要時間は概ね３０分程度であるなど、交通利便性が高い

立地条件にあるため、昭和４０年代から住宅開発が急激に進

み、昭和５０年代に入ると駅周辺において商業施設等の立地

が進んだ。 

現在では、それらの商業施設等の多くが、建築後４５年以

上を経過し老朽化への対応や少子高齢化を背景とした新たな

施設ニーズへの対応が必要となっている。 

    このような状況を踏まえ、習志野市が目指すべきまちの姿

である、「多彩で豊かな交流が広がるまち 習志野」の実現を

目指し、市街地開発事業や地区計画等により、土地の合理的

かつ健全な高度利用及び都市機能の更新を図るため、習志野

都市計画都市再開発の方針を定める。 

の所要時間は概ね３０分程度であるなど、交通利便性が高い

立地条件にあるため、昭和４０年代から住宅開発が急激に進

み、昭和５０年代に入ると駅周辺において商業施設等の立地

が進んだ。 

現在では、それらの商業施設等の多くが、建築後４０年以

上を経過し老朽化への対応や少子高齢化を背景とした新たな

施設ニーズへの対応が必要となっている。 

    このような状況を踏まえ、本区域の将来都市像である、「未

来のために ～みんながやさしさでつながるまち～ 習志

野」の実現を目指し、市街地開発事業や地区計画等により、土

地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新を図るた

め、習志野都市計画都市再開発の方針を定める。 

２ 計画的な再開発が必要な市街地 

（１）計画的な再開発が必要な市街地 

    本区域の既成市街地において、計画的な再開発が必要な市

街地（以下「１号市街地」という。）として、都市再開発の方

針図のとおり位置付ける。併せて、１号市街地に係る再開発

の目標並びに土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能

の更新に関する方針を表１のとおり定める。 

 

  土地の合理的な高度利用を図るべき地区 

  ・拠点機能の強化・充実を図るべき地区 

    津田沼駅周辺地区について、本区域の「玄関」として相応し

２ 計画的な再開発が必要な市街地 

（１）計画的な再開発が必要な市街地 

    本区域の既成市街地において、次に掲げる①及び②により、

津田沼駅周辺地区を計画的な再開発が必要な市街地（以下「１

号市街地」という。）として、都市再開発の方針図のとおり位

置付ける。併せて、１号市街地に係る再開発の目標並びに土

地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する

方針を表１のとおり定める。 

 ① 土地の合理的な高度利用を図るべき地区 

  ・拠点機能の強化・充実を図るべき地区 

    津田沼駅南口地区について、本区域の「玄関」として相応し



 

い多様な都市機能を有する広域拠点の形成を図る。 

    

 削除 

 

い多様な都市機能を有する広域拠点の形成を図る。 

    

 ② 市街地の環境改善を図るべき地区 

  ・用途転換及び用途純化を図るべき地区 

    新津田沼駅南口地区について、津田沼駅周辺と一体となっ

た中心市街地を形成するため、適切な用途転換を図る。 

３ 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模

の地区 

    １号市街地のうち、津田沼駅南口地区を特に一体的かつ総

合的に市街地の再開発を促進すべき地区（以下「２項再開発

促進地区」という。）として都市再開発の方針附図のとおり位

置づけ、その整備又は開発の計画概要を表２のとおり定める。 

 

    津田沼駅南口地区は、魅力ある都市環境を有する広域的な

拠点の形成を目指し、周辺との調和に配慮しつつ、交通結節

点としての機能強化や商業・業務・文化機能等の集積を図る

ことにより、土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能

の更新を図る。 

    削除 

３ 特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区 

 

    １号市街地のうち、津田沼駅南口地区及び新津田沼駅南口

地区を特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき

地区（以下「２項再開発促進地区」という。）として都市再開

発の方針附図のとおり位置づけ、その整備又は開発の計画概

要を表２のとおり定める。 

    津田沼駅南口地区は、魅力ある都市環境を有する広域的な

拠点の形成を目指し、周辺との調和に配慮しつつ、交通結節

点としての機能強化や商業・業務・文化機能等の集積を図る

ことにより、土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能

の更新を図る。 

    新津田沼駅南口地区は、駅前の中心市街地として相応しい

商業・業務機能等の集積を図ることにより、津田沼駅南口地

区との回遊性にも配慮しつつ、土地の合理的かつ健全な高度

利用及び都市機能の更新を図る。 

  



 

新 

 表１ 計画的な再開発が必要な市街地（１号市街地）の整備方針               都市計画区域名：習志野都市計画区域 

番
号 

地区名称 

（ ｈａ ） 
再開発の目標 

土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針 再開発を誘導 

すべき地区 

（誘導地区） 

特に一体的かつ総合

的に再開発を促進す

べき地区 

（再開発促進地区） 

適切な用途及び密度の確

保その他の適切な土地利

用の実現に関する事項 

主要な都市施設の整

備に関する事項 

都市の環境、景観等の維

持及び改善に関する事項 

１ 

津田沼駅周辺地区 

（約１３．５ｈａ） 

・中心市街地として相応

しい魅力ある都市空間

を形成する。 

・拠点性の高い商業・業

務・文化機能等の集積

を図る。 

・交通結節点としての機

能の向上を図る。 

・安全・安心な回遊性を確

保し、交流が創出する

歩行者空間を整備す

る。 

・周辺の都市機能と調和

した良好な居住環境の

形成及び防災性の向上

を図る。 

・中心市街地として、商

業・業務・文化機能等の

集積を図る。 

・市街地開発事業の適切

な誘導により、土地の高

度利用を促進する。 

・３．３．２号津田沼

駅前線（津田沼駅南

口交通広場）の整備 

・津田沼駅南口自転

車駐車場の整備 

・公園の整備 

・駐車場の整備 

・文化施設の整備 

 

・緑豊かなオープンスペ

ースが確保される等、

本区域の玄関として相

応しい都市景観の形成

を図る。 

・交流創出・回遊性等を  

備えた安全で快適な歩

行者空間の確保を図

る。 

・建物の共同化により不

燃化、耐震化の促進及

び防災機能の向上を図

る。 

 ・津田沼駅南口地区 

削除 

 

  



 

旧 

 表１ 計画的な再開発が必要な市街地（１号市街地）の整備方針               都市計画区域名：習志野都市計画区域 

番
号 

地区名称 

（ ｈａ ） 
再開発の目標 

土地の合理的かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針 再開発を誘導 

すべき地区 

（誘導地区） 

特に一体的かつ総合

的に再開発を促進す

べき地区 

（再開発促進地区） 

適切な用途及び密度の確

保その他の適切な土地利

用の実現に関する事項 

主要な都市施設の整

備に関する事項 

都市の環境、景観等の維

持及び改善に関する事項 

１ 

津田沼駅周辺地区 

（約１３．５ｈａ） 

・中心市街地として相応

しい魅力ある都市空間

を形成する。 

・拠点性の高い商業・業

務・文化機能等の集積

を図る。 

・交通結節点としての機

能の向上を図る。 

・安全・安心な回遊性を確

保し、交流が創出する

歩行者空間を整備す

る。 

・周辺の都市機能と調和

した良好な居住環境の

形成及び防災性の向上

を図る。 

・中心市街地として、商

業・業務・文化機能等の

集積を図る。 

・市街地開発事業の適切

な誘導により、土地の高

度利用を促進する。 

・駅前広場の整備 

・公園の整備 

・駐車場、駐輪場の 

整備 

・文化施設の整備 

 

・緑豊かなオープンスペ

ースが確保される等、

本区域の玄関として相

応しい都市景観の形成

を図る。 

・交流創出・回遊性等を  

備えた安全で快適な歩

行者空間の確保を図

る。 

・建物の共同化により不

燃化、耐震化の促進及

び防災機能の向上を図

る。 

 ・津田沼駅南口地区 

・新津田沼駅南口地

区 

 

  



 

新 

 表２ 再開発促進地区（２項地区）の整備又は開発の計画概要               都市計画区域名：習志野都市計画区域 

番
号 

地区名称 

（ｈａ） 

地区整備の主たる目

標 

整備又は開発の計画の概要 

土地利用計画 建築物の更新の方針 
施設整備の方

針 

再開発推進の

条件整備等の

措置等 

概ね５年以

内に実施予

定の事業 

概ね５年以内に決定又は

変更予定の都市計画 

１ 

津田沼駅 

南口地区 

約４．０ｈ

ａ 

・本区域の玄関とし

て相応しい魅力あ

る都市環境を有す

る広域的な商業・

業務・文化機能等

を集積した拠点を

形成する。 

・商業・業務・文化機

能等の集積を図り、

秩序ある土地の高

度利用を促進する。 

・周辺の都市機能と調

和した居住機能の

適正配置を図る。 

・民間活力の導入により、

駅前広場及び公園等の

公共施設と調和した商

業・業務・文化施設の更

新を図る。 

・建物の不燃化及び耐震化

等の促進により、防災機

能の向上及び安心・安全

な市街地を形成する。 

・３．３．２

号津田沼駅

前線（津田

沼駅南口交

通広場）の

整備 

・津田沼駅南

口自転車駐

車場の整備 

・公園の整備 

・駐車場の整

備 

・文化施設の

整備 

 

・民間活力導

入による整

備 

・津田沼駅

南口地区

第一種市

街地再開

発事業 

・市街地開発事業 

（市街地再開発事業） 

削除 

・地区計画 

削除 

 

 

  



 

旧 

 表２ 再開発促進地区（２項地区）の整備又は開発の計画概要               都市計画区域名：習志野都市計画区域 

番
号 

地区名称 

（ｈａ） 

地区整備の主たる目

標 

整備又は開発の計画の概要 

土地利用計画 建築物の更新の方針 
施設整備の方

針 

再開発推進の

条件整備等の

措置等 

概ね５年以

内に実施予

定の事業 

概ね５年以内に決定又は

変更予定の都市計画 

１ 

津田沼駅 

南口地区 

約４．０ｈ

ａ 

・本区域の玄関とし

て相応しい魅力あ

る都市環境を有す

る広域的な商業・

業務・文化機能等

を集積した拠点を

形成する。 

・商業・業務・文化機

能等の集積を図り、

秩序ある土地の高

度利用を促進する。 

・周辺の都市機能と調

和した居住機能の

適正配置を図る。 

・民間活力の導入により、

駅前広場及び公園等の

公共施設と調和した商

業・業務・文化施設の更

新を図る。 

・建物の不燃化及び耐震化

等の促進により、防災機

能の向上及び安心・安全

な市街地を形成する。 

・駅前広場の

整備 

・公園の整備 

・駐車場、駐

輪場の整備 

・文化施設の

整備 

 

・民間活力導

入による整

備 

・市街地再

開発事業 

・市街地開発事業 

（市街地再開発事業） 

・地域地区 

（高度利用地区、特定街

区） 

・地区計画 

・都市計画公園、都市計

画緑地 

・津田沼駅南口駅前広場 

２ 

新津田沼駅

南口地区 

約５．３ｈ

ａ 

・津田沼駅南口地区

と連携し、交流創

出・回遊性・交通

結節点等にも配慮

した商業・業務・

居住機能等の形成

を図る。 

・商業・業務機能等の

集積を図り、秩序あ

る土地の高度利用

を促進する。 

・周辺の都市機能と調

和した居住機能の

適正配置を図る。 

・民間活力の導入により、

商業・業務施設の更新を

図る。 

・建物の不燃化及び耐震化

等の促進により、防災機

能の向上及び安心・安全

な市街地を形成する。 

・公園の整備 

・公共交通

（バス）乗

降場の整備 

・駐車場、駐

輪場の整備 

・民間活力導

入による整

備 

・土地区画

整理事業 

・市街地開発事業 

（土地区画整理事業） 

・地域地区 

（用途地域、防火地域、

高度地区） 

・地区計画 

・都市計画公園 

 

  



 

新 

都市再開発の方針図 

 

  



 

旧 

都市再開発の方針図 

 

  



 

新 

都市再開発の方針附図  １．津田沼駅南口地区 

 



 

旧 

都市再開発の方針附図  １．津田沼駅南口地区 

 

  



 

新 

都市再開発の方針附図  ２．新津田沼駅南口地区 

削除 

  



 

旧 

都市再開発の方針附図  ２．新津田沼駅南口地区 
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意見に対する市の考え方【習志野都市計画都市再開発の方針】 

 

番号 意見書の要旨 意見に対する市の考え方 

1 意見２ 

“意見１”で記したように「Ｂを縦覧すべき」ですが、Ｃ（主体は「千葉県」）はＢの一部ですから、その

視点から新旧比較の「新」の方について項目別に記します。 

項目 意見・疑問・提案 

１ 都市再開発の目標  

（１）千葉県の再開発の基

本目標 

・本項目は１２市に共通する再開発の基本目標であるはずで、習志野市の

当該地区に特有の目標ではありません。習志野市が勝手に書き換えてよろ

しいのですか。 

・書き換えできるならば、後半の６行は類似用語の羅列・繰り返しになっ

ていますので、スマートに整理すべきです。 

・習志野市においても共通する目標として認識・理解した上で、当該地区

で注目すべきことを（２）に記すべきです。 

（２）習志野都市計画区域

における都市再開発の目

標 

・前半８行は東葛・湾岸広域都市圏に共通しますので記述するならば（１）

です。当該地区の現状・将来を考えるポイントは， 

a.多くの施設・機能が地区全体の建て替え等によって再生する必要が高い

点が最初の課題 → 地区・再開発 

b.高度化・システム化する技術動向を活用して広域的複合的交通結節点と

しての機能と空間構成の未来像を目指すこと → 多彩で豊かな交流が

広がるまち 

c.ユニバーサルデザイン、景観配慮、自然と協調するパブリックスペース

の実現 

２．計画的な再開発が必要

な市街地 

 

計画的な再開発が必要な

市街地 

・方針図の「方針」とは何か？何を「位置付ける」のか？ 

・１号市街地（１３．５ha）全体の再開発は何かあるのか？ 

土地の合理的な高度利用

を図るべき地区 

・津田沼駅前南口地区（４．０ha）以外で何かあるのか？ 

・「合理的な」「高度利用」とは何か？容積率アップか？ 
 

意見２に対する考え方 

 

 

 

１ 都市再開発の目標 

（１）千葉県の再開発の基本目標 

千葉県において作成しており、県内の「都市再開発の方針」を定めている都市計画区域における共通の

目標となります。 

 

 

 

 

（２）習志野都市計画区域における都市再開発の目標 

当該地域の位置、歴史や都市化の過程、広域的な位置づけ及び本市が目指す都市再開発の目標を記載し

たものです。 

 

 

 

 

 

 

２．計画的な再開発が必要な市街地 

計画的な再開発が必要な市街地（以下、「１号市街地」という。）に係る再開発の目標並びに土地の合理的

かつ健全な高度利用及び都市機能の更新に関する方針を定め、表１に記載しております。また、方針図には、

１号市街地の位置、主要な都市施設（道路、鉄軌道）の概ねの位置、２項再開発促進地区の概ねの位置を記

載しております。１号市街地全体について一体的に再開発を行うものではありません。 

津田沼駅周辺地区（約 13.5ha）を土地の合理的な高度利用を図るべき地区として定めております。土地の

合理的な高度利用とは、道路などの公共施設の整備水準が一定以上の土地について、有効な空地の確保、一

定以上の敷地規模の確保などにより良好な市街地環境を形成し、土地を効率的に利用することです。高度利

用地区の都市計画を指定し、容積率の最高限度及び最低限度、建蔽率の最高限度、建築面積の最低限度並び

に壁面の位置の制限を定めることなどにより、土地の合理的な高度利用を図ります。 
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 ３．特に一体的かつ総合的

に市街地の再開発を促進

すべき相当規模の地域 

・「相当規模の」を追記した意味は、具体的な内容は何か？ 

 “何の”規模を指すのか全く不明です。 

・都市再開発の方針地図（津田沼駅南口地区）の南東部分にある千葉工業

大学のキャンパス部分にいつの間にか新たに「市街地開発事業（未整備）」

の表示が入ってきましたが、これが「相当規模の」に関連するのですか？ 

・どなたが？どのような権限で？どのような検討プロセスで？この図を作

成したのですか？大学側は了解していますか？ 

 

表１ 計画的な再開発が必要な市街地（１号市街地）の整備方針 

   都市計画区域名：習志野都市計画区域 

項目 意見・疑問・提案 

地区名称 津田沼駅周辺地区（約１３．５ha）の整備方針ですか？ 

再開発の目標 津田沼駅南口地区（４，０ha）を含む「再開発」の目標ですか？ 

南口地区以外の９．５ha の再開発があるのですか？ 

「中心市街地」とは何ですか？「それに相応しい魅力」とは具体的には何

を意味するのですか？ 

主要な都市施設の整備に

関する要項 

「公園の整備」とは９．５ha のいずれかで新たな公園を整備して、南口地

区でタワーマンションの容積率計算の分母を増やすために津田沼公園を廃

止した代わりですか？ 

都市の環境、景観等の維持

及び改善に関する事項 

「公園」と「緑地」は実質的・制度的・機能的に異なるにも拘らず、南口

地区では、「公園の減少を緑地の増加で埋め合わせる」という方便を使われ

ましたが、ここも類似の発想ですか？「都市景観」に注目されていますが、

景観に関する条例等の導入はお考えですか？ 

 

表２ 再開発促進地区（２項地区）の整備又は開発の計画概要 

   都市計画区域名：習志野市都市計画区域 

項目 意見・疑問・提案 

地区整備の主たる目標 ・「本区域の玄関として相応しい魅力ある都市環境・・・」という記述があ

りますが、本地区の開発イメージ図が、かなり早い段階に N 社から提示さ

れました。 

・このイメージ図に関して数々の疑問・問題を感じています。 

イメージ図の作成者は？ ・そもそもこのイメージ図はどなたが作成されたものかについて一度もご

紹介がありません。著名な建築家、デザイナー、ゼネコン、コンサルタン

トなどのいずれかであろうと思いますが、教えていただけないでしょう

か？ 

関係者の反応は？ ・このイメージ図に対しての評価は極めて悪いのです。“未来の都市らしさ

がない、習志野・津田沼らしさが何もない、どこにでもありそうな姿だ、

マンションの宣伝用か？”などなど。 

・こんな街ができたらいいな！と思えるものではないのです。 

・こういう街づくりをするぞ！というような志や意欲が感じられないとい

３．特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき相当規模の地区 

都市再開発法第２条の３において、１号市街地のうち、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進す

べき相当規模の地区を定めることができると規定されており、現実に検討されている地区や真に必要な地区

を選定することとし、津田沼駅南口地区（約 4.0ha）を当該地区に定めております。 

都市再開発の方針附図に記載した「津田沼駅南口地区第一種市街地再開発事業」については、凡例のとお

り、市街地開発事業（未整備）の範囲の名称を記載したものであります。千葉工業大学に係る内容を記載し

たものではありません。 

 

表１ 計画的な再開発が必要な市街地（１号市街地）の整備方針 

地区名称は、「津田沼駅周辺地区」であり、当該地区の整備方針となります。 

再開発の目標は、津田沼駅周辺地区の目標となります。なお、津田沼駅南口地区は、津田沼駅周辺地区の

うち、特に一体的かつ総合的に市街地の再開発を促進すべき地区となります。 

中心市街地は、商業、業務、居住等の都市機能が集積し、各種機能を培ってきた「まちの顔」とも言う

べき地域となります。中心市街地として相応しい魅力ある都市空間を形成することを１号市街地における

再開発の目標とし、整備方針を表１に記載しております。 

主要な都市施設の整備に関する事項に記載している「公園の整備」とは、津田沼駅周辺地区において公

園を整備する方針となります。 

都市の環境、景観等の維持及び改善に関する事項は、津田沼駅周辺地区における整備方針を記載したも

のです。また、本市における景観に関する条例の導入については、現時点では考えておりません。 

 

 

 

 

 

表２ 再開発促進地区（２項地区）の整備又は開発の計画概要 

「津田沼駅南口地区第一種市街地再開発事業」の内容については、令和３年２月５日に千葉県において

都市計画決定された「習志野都市計画都市再開発の方針」を踏まえ、土地の合理的かつ健全な高度利用及

び都市機能の更新を図るため、令和６年１０月２９日に本市において都市計画決定しております。 

表２再開発促進地区（２項地区）の整備又は開発の計画概要及び方針附図については、都市計画決定に

伴う文言等の修正を行っておりますが、その内容に変更はありません。 
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う方も数多いのです。 

正式採用のプロセスは？ ・複数の案を募集してコンペをしたというようなこともないようです。仮

に N 社が自社内のどなたかが作成したとしても、どのような条件設定で、

どのようなケース分けをして、複数のプランの中から１つに絞ったという

ような過程がなかったのでしょうか？ 

・習志野市側の担当者もそのような過程に何らかの関与はしていなかった

のでしょうか？ 

具体化・レベルアップのプ

ロセスは？ 

・通常は特定の街区の街づくりを検討していく場合には、最初は主な機能

とその相互関係を示す概念図、次はラフなスケッチ、スペックが具体化し

てくるにつれて、細部の調整やデザイン的な魅力アップなどを進めてくる

はずです。 

・しかしながら、現在でも新たなイメージ図は出てきません。 

・確か風害の評価として「風洞実験」も実施・検証したとお話でしたから、

かなり精密な模型があるはずですが、お目にかかっていません。 

土地利用計画 ・土地利用計画に記載された諸機能とイメージ図の関係にもいくつかの疑

問があります。 

・イメージ図では低層階部分を４～５層にしていましたが、現在のモリシ

アでさえ３層しかありません。モリシアでは２棟の高層ビルがありますか

ら、その分も低層へ移せば同等ということでしょうか？ 

・しかし、商業機能の集積は確保できるのでしょうか？津田沼地区では、

かつての高島屋のみならず長崎屋、丸井、イトーヨーカドーが撤退しまし

た。 

・競合する商業施設は船橋や幕張にも多数増えています。 

・従来のテナントさんたちの再入居をサポートするような活動もされてい

ないようです。 

・よほど大口の商業テナントやオフィスの候補をストックされているので

しょうか？ 

・文化機能についても、文化ホールの再建はもちろんですが、他の文化・

芸術・教育などの入居の見通しがあるのでしょうか 
 

 



【参考】










